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　悪質な訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘などを規制する
「特定商取引法」が改正され、昨年１２月１日から施行されました。
強く勧誘されたら断れない人や高齢者などを狙う悪質な業者とその
販売方法をこれまで以上に規制していきます。
　また、商品・サービスの契約とともに高額なクレジットを組まさ
れるトラブルを防止するため「割賦販売法」も改正されました。　
　なお、改正された法律の中には、段階的に施行されるものもあり
ます。
　問合せは消費生活センター（０７９８・64・0999）へ。

　
西
宮
市
消
費
者
団
体
連
絡
会
（
以

下
消
団
連
）
の
活
動
を
紹
介
し
ま

す
。
　
消
団
連
は
平
成
８
年
に
市
内
で
活

動
す
る
消
費
者
団
体
に
よ
る
連
合
体

と
し
て
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
の

５
月
で
設
立
　
年
目
を
迎
え
ま
す
。

１５

　
現
在
は
５
団
体
（
西
宮
市
地
域
婦

人
団
体
協
議
会
、
西
宮
市
共
同
購
入

活
動
連
絡
会
、
生
活
協
同
組
合
都
市

生
活
西
宮
支
部
、
生
活
協
同
組
合
コ

ー
プ
こ
う
べ
第
二
地
区
本
部
、
西
宮

友
の
会
）
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
消
団
連
は
、
連
合
体
と
し
て
の
特

性
を
生
か
し
て
、
団
体
間
で
幅
広
い

意
見
を
出
し
合
い
な
が
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
市
民
の
皆
さ
ん
に
消
費
者

問
題
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た

め
啓
発
活
動
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
★
講
演
会
活
動
　
食
や
環
境
問
題

な
ど
を
テ
ー
マ
に
実
施
。
消
費
者
月

間
や
消
費
生
活
展
で
の
記
念
講
演

会
、
消
費
者
問
題
講
演
会
な
ど

　
★
バ
ス
研
修
　
市
内
外
の
施
設
を

見
学
。
体
験
学
習
を
通
し
て
消
費
者

問
題
の
理
解
を
深
め
る

　
★
消
費
生
活
展
　
市
内
の
他
の
消

費
者
団
体
、
消
費
生
活
展
実
行
委
員

会
を
組
織
し
開
催
。
日
ご
ろ
の
学
習

内
容
を
パ
ネ
ル
で
発
表

　
★
レ
ジ
袋
削
減
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
　

マ
イ
バ
ッ
グ
持
参
の
啓
発
活
動
を
市

内
主
要
駅
で
実
施

　
５
月
　
日
午
後
１
時
半
か
ら
、
プ

１７

レ
ラ
ホ
ー
ル
で
消
費
者
月
間
記
念
講

演
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
テ
ー
マ
は
「
期
待
し
て
ま
す
！
消

費
者
庁
」
。
講
師
は
消
費
者
問
題
研

究
所
代
表
の
垣
田
達
哉
さ
ん
。

　
講
演
会
前
に
ピ
ア
ノ
に
よ
る
ミ
ニ

コ
ン
サ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。
参
加
費

無
料
。
定
員
３
０
０
人
。

　
申
込
は
３
月
　
日
か
ら
消
費
生
活

２９

セ
ン
タ
ー
（
０
７
９
８
・
６
９
・
３

１
５
７
）
へ
。
先
着
順
。

　
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス

宛
姐

鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵

　
こ
れ
ま
で
特
定
商
取
引
法
の
適
用

は
、
指
定
さ
れ
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め

訪
問
販
売
な
ど
に
よ
り
購
入
し
た
生

鮮
食
品
等
の
商
品
は
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
（
あ
る
一
定
期
間
は
消
費
者
が

無
条
件
に
契
約
解
除
で
き
る
権
利
）

が
適
用
さ
れ
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ

り
ま
し
た
。

　
法
改
正
後
は
原
則
と
し
て
す

べ
て
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
が
特

定
商
取
引
法
の
適
用
対
象
に
な

り
ま
し
た
。
た
だ
し
次
に
挙
げ

る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
一

部
ま
た
は
全
部
が
適
用
除
外
に

な
り
ま
す
＝
下
表
参
照
。

　
訪
問
販
売
や
電
話
勧
誘
な
ど
の
業

者
は
、
一
方
的
に
購
入
を
勧
め
て
は

い
け
ま
せ
ん
。
相
手
方
（
消
費
者
）

に
購
入
の
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
を

確
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
、
一
度
そ
の
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
勧
誘
を
断
っ
た
人
に
再
び
勧

誘
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

一部または全部が適用除外になる商品・サービス

①他の法律により消費者保護が図られているもの
…有価証券などの金融商品、電話やインターネット・ケーブル
テレビなどの通信・放送の契約、鉄道やバスなどの輸送サービ
ス、弁護士・司法書士など国家資格に基づく法律サービスなど
②クーリング・オフになじまないもの…自動車のよう
に契約するまでにある程度の検討期間を必要とするもの。葬儀
や電気・水道等すぐにサービスの提供を求められるもの。客を
呼び込んで勧誘する飲食店などのサービス

③健康食品や化粧品などの消耗品を全部または一部消費し
た場合（業者の指示で消費した場合を除く）の消費した部分

④消費者自らが店舗に出向いて購入した商品

　
通
信
販
売
と
は
カ
タ
ロ
グ
や
新

聞
・
雑
誌
広
告
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

　
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し
て
い
る
「
迷

惑
メ
ー
ル
」
に
も
、
規
制
の
網
が
か

か
り
ま
す
。
電
子
メ
ー
ル
を
使
っ
た

広
告
は
、
受
信
者
の
事
前
承
諾
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　
事
前
に
承
諾
を
得
な
い
で
広
告
を

送
信
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
ま
す
。

違
反
し
た
業
者
は
、
業
務
停
止
命
令

や
改
善
指
示
と
い
っ
た
行
政
処
分
や

罰
則
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

ト
、
テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
で

商
品
を
購
入
す
る
も
の
で
す
。
　

　
消
費
者
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
見

て
自
ら
選
ん
で
申
し
込
む
こ
と
が
前

提
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
「
商
品
到
着
後
８
日
以
内
な
ら
返

品
可
能
」
な
ど
の
返
品
条
件
の
表
示

は
、
通
販
業
者
が
こ
れ
ま
で
自
主
的

に
表
示
し
て
い
た
も
の
で
し
た
。
　

　
し
か
し
一
方
で
は
、
返
品
条
件
を

記
載
し
て
い
な
い
業
者
も
多
い
こ
と

か
ら
、
消
費
者
と
業
者
と
の
間
で
ト

ラ
ブ
ル
の
要
因
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
　
そ
こ
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
冊
子

な
ど
で
返
品
の
可
否
や
返
品
条
件
の

記
載
が
な
い
場
合
、
消
費
者
は
８
日

間
、
返
品
や
契
約
の
解
除
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
返

品
の
た
め
の
送
料
は
消
費
者
の
負
担

と
な
り
ま
す
。

　
過
量
販
売
や
次
々
販
売
で
の
高
額

な
商
品
の
購
入
、
不
実
告
知
（
う
そ

の
説
明
）
に
よ
る
販
売
、
強
引
な
販

売
な
ど
の
悪
質
商
法
に
よ
り
契
約
し

た
後
に
解
約
し
た
場
合
は
、
販
売
契

　
訪
問
販
売
な
ど
の
業
者
の
中
に

は
、
購
入
者
の
支
払
い
能
力
や
財
産

　
業
者
は
、
消
費
者
の
判
断
能
力
の

低
下
や
財
産
状
況
、
知
識
・
経
験
の

不
足
に
乗
じ
て
、
通
常
必
要
と
さ
れ

る
量
を
著
し
く
超
え
る
量
の
契
約
を

さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
過
量
販

売
）
。
ま
た
、
消
費
者
が
す
で
に
必

要
十
分
な
量
の
商
品
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
次
々
販
売

す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
　

　
こ
の
よ
う
な
場
合
、
消
費
者
が
契

約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
解
除
が
で
き
る
期

間
は
、
契
約
し
た
日
か
ら
１
年
以
内

で
す
。

　
も
し
業
者
が
「
通
常
必
要
と
さ
れ

る
範
囲
内
だ
」
と
主
張
し
た
い
場

合
、
そ
の
立
証
義
務
は
業
者
に
課
せ

ら
れ
ま
す
。

　
法
改
正
に
よ
り
訪
問
販
売
に
お
い

て
、
以
下
の
点
な
ど
が
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

　
法
改
正
に
よ
り
通
信
販
売
に
お
い

て
、
以
下
の
点
な
ど
が
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

　
割
賦
販
売
法
と
は
、
後
払
い
で
商

品
の
購
入
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受

け
る
契
約
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
で

す
。

の
状
態
を
無
視
し
て
高
額
な
ク
レ
ジ

ッ
ト
契
約
を
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

　
今
後
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
業
者
に
過

剰
与
信
を
防
止
す
る
義
務
が
課
せ
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
購
入
者

の
年
収
や
預
貯
金
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
債

務
な
ど
か
ら
考
慮
し
て
「
個
別
支
払

可
能
見
込
み
額
」
を
上
回
っ
て
い
な

い
か
ど
う
か
、
調
査
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
加
盟
店
契
約
し
て
い
る
販

売
業
者
を
監
督
・
管
理
す
る
こ
と
が

法
的
責
任
と
し
て
明
記
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

約
と
と
も
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
期
間
を
過
ぎ
た
時
点
で
契
約
を
取

り
消
し
た
場
合
、
す
で
に
分
割
払
い

で
支
払
っ
た
分
は
返
金
さ
れ
ず
、
以

後
の
支
払
い
が
免
除
さ
れ
る
だ
け
で

し
た
。

　
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
既
払
い
金

が
返
還
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
法
改
正
に
よ
り
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契

約
（
代
金
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
立

て
替
え
、
後
日
後
払
い
で
支
払
う
契

約
）
が
よ
り
安
心
・
安
全
に
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
過
剰
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
利
用
を

規
制
す
る
仕
組
み
が
強
化
さ
れ
ま
し

た
。
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返
品
表
示
が
無
け
れ
ば

８
日
間
解
約
・
返
品
可

過
大
な
量
の
購
入

契
約
解
除
が
可
能

　
断
っ
た
人
へ
の

　
再
勧
誘
の
禁
止

電
子
メ
ー
ル
広
告

事
前
承
諾
が
必
要

高
額
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

適
正
な
範
囲
に
規
制

ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約

既
払
い
金
が
返
還

事例①訪問販売業者からの
勧誘で購入したカニはクー
リング・オフできるか

回答…８日以内なら可能。生鮮食品を
含む原則すべての商品が対象に。

事例②訪問販売で３台も浄水器を
クレジット契約で購入してしまっ
た。３台もいらないので困っている

回答…購入１年以内であれば、不
要な分の契約を解除し、分割で支
払ったお金も返してもらえる

事例③通信販売で購入した
健康食品。未使用・未開封の
状態で返品できるか

回答…返品についての記載がなければ、
８日以内に送料自己負担で返品できます

法改正で変わった！こんなこと

悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許さささささささささささささささささささささななななななななななななななななななななな悪質商法許さないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法ととととととととととととととととととととと割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦賦販販販販販販販販販販販販販販販販販販販販販売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法ががががががががががががががががががががが改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改特定商取引法と割賦販売法が改正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正

訪
問
販
売
の
再
勧
誘

過
量
販
売
な
ど
規
制

クレジットが
安心・安全に

西
宮
市
消
費
者
団
体
連
絡
会
の
活
動
を
紹
介

プレラホールで講演会

は
ペ
ー
ジ
下
参

照
）
も
し
く
は
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

申
込
で
き
ま
す
。

垣田達哉さん

原
則
す
べ
て
の
商
品

サ
ー
ビ
ス
が
対
象
に

特定商取引法
改正ポイント①

通
信
販
売
に
お
け
る

返
品
や
契
約
の
解
除

特定商取引法
改正ポイント②

特定商取引法
改正ポイント③

割賦販売法改正のポイント
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知
っ
て
い
ま
す
か
？
消
団
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消費者庁への
期待を語る！

主
な
活
動
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